
関
東
州
阿
片
制
度
の
制
定
と
中
国
商
人

1
一
関
東
州
の
統
治
を
巡
る
一
考
察
－
…

桂

」

光

正

関東州阿片制度の制定と中国商人（桂川）

【
要
約
】
　
発
足
当
初
の
関
東
州
の
阿
片
制
度
に
は
、
容
易
に
は
理
解
し
難
い
奇
妙
な
事
柄
が
三
点
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
～
つ
一
つ
、
現
地
中
国
人
阿
片
商

の
動
向
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
な
が
ら
考
察
す
る
と
、
関
東
州
を
台
湾
産
煙
膏
の
独
占
市
場
に
仕
立
て
上
げ
る
の
が
、
こ
の
時
の
特
許
専
売
制
導
入
の
呂

的
だ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
企
て
が
成
功
し
な
か
っ
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
更
に
、
関
東
州
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
在
来
の
経
済
的
・
人

的
・
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
関
東
州
を
切
り
離
し
、
台
湾
と
繋
げ
る
こ
と
で
、
臼
本
を
頂
点
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
新
た
に
作
り
上
げ
よ
う
と
す

る
の
が
、
日
本
の
こ
の
時
期
の
関
東
州
統
治
の
基
本
方
策
、
な
い
し
は
こ
の
時
点
で
の
聞
本
の
帝
国
形
成
の
基
本
戦
略
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ

た
。
関
東
都
督
府
は
そ
の
後
、
阿
片
制
度
の
手
直
し
を
行
な
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
日
本
に
よ
る
関
東
州
統
治
の
進
捗
な
い
し
安
定
化
の
た
め
に
重
要
な

柱
を
構
築
す
る
意
味
が
あ
っ
た
。
阿
片
・
麻
薬
問
題
の
歴
史
的
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
、
帝
国
史
研
究
の
一
環
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
二
号
　
二
〇
〇
八
隼
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
代
の
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
で
阿
片
・
麻
薬
類
の
医
療
目
的
で
な
い
使
用
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
中
、
日
本
の
政
府
や
軍
部
が
「
外
地
」
で

そ
・
し
た
鯖
を
主
萎
対
象
と
す
る
阿
片
麻
薬
政
策
を
実
施
し
た
ほ
か
、
呆
人
が
そ
・
し
姦
の
阿
片
・
麻
薬
類
の
生
産
・
流
通
・
販
醐

売
に
当
時
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
事
実
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
は
手
薄
く
、
研
究
対
象
も
、
主
に
台
湾
総
　
6
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督
府
の
財
政
と
絡
め
て
そ
の
阿
片
政
策
を
取
り
上
げ
る
も
の
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
満
蒙
」
で
の
軍
部
の
阿
片
政
策
を
中
国
侵
略
の
一
側
面
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
取
り
上
げ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
二
種
類
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
以
外
、
つ
ま
り
、
関
東
州
及
び
「
満
洲
」
各
地
、
朝
鮮
、
中
国
本
土
主

要
都
市
な
ど
に
お
け
る
阿
片
政
策
や
阿
片
を
め
ぐ
る
事
実
・
実
態
の
解
明
は
殆
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
ま
ず
は
そ
れ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
、
日
本
に
お
け
る
阿
片
・
麻
薬
の
歴
史
的
研
究
の
現
状
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
う
し
た
中
で
、
研
究
の
空
白
が
著
し
い
「
満
洲
国
」
成
立
以
前
の
関
東
州
に
於
け
る
阿
片
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
、

試
み
の
「
つ
で
あ
る
。
「
試
み
の
「
つ
」
と
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
す
る
の
は
、
本
稿
の
検
討
対
象
が
、
専
ら
、
発
足
当
初
の
制
度
に
見
ら

れ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
検
討
対
象
を
限
定
し
た
の
は
、
初
期
の
阿
片
制
度
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
容
易
に
は
理
解
し
難
い
奇
妙
な
点
が

三
つ
あ
り
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
を
解
明
し
て
お
く
こ
と
が
関
東
州
阿
片
制
度
全
体
の
理
解
に
不
可
欠
だ
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
奇
妙
な
点
」
の
第
～
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
一
九
〇
六
年
に
濡
忠
国
な
る
中
国
人
に
「
阿
片
ノ
製
造
及
販
売
」
の
独
占
権
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
石
本
研
太
郎
な
る
日
本
人
を
「
阿
片
製
造
販
売
特
許
単
二
追
加
」
し
、
以
後
、
関
東
州
の
阿
片
事
業
が
「
二
人

　
　
　
　
③

の
共
同
事
業
」
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
、
阿
片
と
麻
薬
を
「
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
」
日
本
帝
国
主
義
の
コ

般
的
な
推
移
転
変
降
Φ
σ
q
Φ
　
①
蓬
け
乱
ω
3
零
伍
け
g
欝
。
。
」
を
描
こ
う
と
し
た
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
甘
ぎ
鼠
．
智
気
病
σ
q
ω
の
『
阿
片
帝
国
§
馬
曾
ミ
ミ

　
　
④

肉
ミ
v
㌣
濫
は
、
関
東
州
で
は
当
初
か
ら
特
許
専
売
制
度
が
実
施
さ
れ
た
と
簡
単
に
述
べ
る
だ
け
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
の
中
で
、

「
関
東
州
当
局
が
播
に
阿
片
請
負
権
を
与
え
た
理
由
は
、
公
式
の
資
料
か
ら
は
分
ら
な
い
。
台
湾
の
「
御
用
紳
士
し
の
よ
う
な
奉
仕
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

報
酬
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
単
に
彼
が
最
高
値
を
つ
け
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
補
足
す
る
に
止
ま
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
明
確
に
述
べ
た
の
は
、
「
満
洲
」
に
お
け
る
日
本
の
阿
片
政
策
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
山
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

豪
一
『
満
洲
国
の
阿
片
専
売
』
だ
け
で
あ
る
。
本
書
は
、
関
東
州
の
阿
片
制
度
に
関
し
て
も
百
二
十
ペ
ー
ジ
余
を
費
や
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
関
東
都
督
府
の
阿
片
専
売
は
、
日
露
戦
争
後
早
々
の
一
九
〇
六
年
、
の
ち
の
大
連
市
長
で
、
満
洲
第
一
の
成
功
者
と
な
っ
た
石
本
曽
太
郎
が
請
負
う
特
許
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関東州阿片制度の制定と中国商入（桂月D

　
　
販
売
人
制
度
で
発
足
し
た
。
表
面
の
名
義
人
は
地
光
の
野
馳
公
議
会
長
で
書
入
の
播
忠
国
と
な
っ
て
い
る
が
、
播
忠
国
は
実
は
旅
順
の
風
呂
屋
の
親
爺
で

　
　
…
…
石
本
が
旅
順
攻
囲
戦
中
、
密
偵
に
使
っ
た
男
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
山
田
の
「
手
柄
」
は
、
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
』
と
い
う
満
鉄
経
済
調
査
会
の
調
査
報
告
書
を
探
し
出
し
て
来
た
こ
と
で
、
隅
満
洲
国
の
阿
片

専
売
』
に
は
、
こ
れ
な
し
で
は
書
け
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
、
上
記
の
記
述
が
こ
の
報
告
書
の
記
述
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
よ
う
に
、
山
田
は
こ
の
報
告
書
に
安
易
に
依
り
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
も
、
山
田
が
依
拠
し
た
部
分
は
、
よ
く
読
ん

で
み
る
と
、
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
。
播
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
「
元
風
呂
屋
ヲ
営
業
シ
旅
順
攻
囲
戦
中
石
本
通
訳
ノ
部
下
ト
シ
テ
密
偵
二
従

事
セ
シ
ト
云
Z
（
六
六
頁
、
傍
点
、
桂
川
）
と
、
伝
聞
と
し
て
記
す
に
過
ぎ
な
い
し
、
何
よ
り
も
、
次
の
よ
う
な
重
大
な
記
述
の
錯
綜
が
あ
る

こ
と
に
、
山
田
は
気
付
く
べ
き
だ
っ
た
。

　
　
潜
忠
国
ハ
…
…
其
ノ
業
務
ヲ
開
始
セ
リ
。
然
レ
ト
モ
裏
面
ハ
石
本
ノ
主
管
ニ
シ
テ
、
名
義
人
タ
ル
溢
ニ
ハ
幾
分
ノ
利
益
配
当
ヲ
為
セ
ル
四
過
キ
サ
ル
カ
如

　
　
シ
。
斯
ク
テ
ハ
製
造
販
売
事
業
通
韻
シ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
翌
四
十
年
五
月
十
五
日
、
石
本
通
訳
ハ
〔
陸
軍
通
訳
の
身
分
を
〕
解
嘱
ノ
上
、
改
テ
十
年
間

　
　
ノ
特
許
ヲ
得
テ
、
表
面
特
許
人
ト
シ
テ
参
加
セ
ル
モ
、
内
面
ノ
事
情
ハ
従
前
ト
異
ナ
ル
所
ナ
シ
。
（
六
三
頁
、
句
読
点
、
桂
川
）

　
播
を
名
義
だ
け
の
特
許
商
と
し
て
実
際
に
は
石
本
が
動
か
す
と
い
う
形
で
始
め
た
も
の
の
、
事
業
が
思
わ
し
く
進
ま
な
か
っ
た
の
で
、
已
む

無
く
石
本
が
表
面
に
出
て
来
た
の
だ
と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
内
面
ノ
事
情
ハ
従
前
ト
異
ナ
ル
所
ナ
シ
」
は
意
味
を
な
さ
な

い
。
一
方
、
「
表
面
特
許
人
ト
シ
テ
…
…
異
ナ
ル
所
ナ
シ
」
の
部
分
は
、
素
直
に
読
め
ば
、
石
本
が
表
面
上
は
特
許
入
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
実

際
に
は
「
従
前
ト
異
ナ
ル
所
」
な
く
播
が
実
権
を
握
り
続
け
て
い
た
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
「
裏
面
ハ
石
本
ノ
主
管
ニ
シ
テ
、

名
義
人
タ
ル
潜
ニ
ハ
幾
分
ノ
利
益
配
当
ヲ
為
セ
ル
ニ
過
キ
サ
ル
カ
如
シ
」
と
い
う
記
述
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
憾
は

確
か
に
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
有
用
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
十
分
な
史
料
批
判
な
し
に
使
う
の
は
危
険
な
の
で
あ
る
。

　
と
ま
れ
、
溢
忠
国
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
、
ま
た
、
石
本
と
潜
の
関
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
発
足
時
の
関

東
州
阿
片
舗
度
の
性
格
を
考
え
る
際
の
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
別
の
方
向
か
ら
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
ま
た
、
こ
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れ
を
足
掛
か
り
に
し
て
、
発
足
時
の
関
東
州
阿
片
制
度
の
問
題
点
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
、
考
察
し
て
み
た
い
。

72　（358）

附
言
一
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
』
は
、
山
田
豪
一
氏
の
好
意
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
遼
寧
省
梢
函
館
で
し
か
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
氏
は
、
現
地
ま
で
出
向
い
て
入
手
さ
れ
た
コ
ピ
ー
を
、
一
面
識
も
な
い
筆
者
に
、
し
か
も
筆
者
が
求
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
ざ
わ
ざ
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
氏
の
こ
の
公
平
な
態
度
に
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
。
な
お
、
氏
は
二
〇
〇
六
年
九
月
に
死
去
さ
れ
た
。
続
編
の
執
筆
中

だ
っ
た
と
雷
う
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
祈
る
。

①
拙
稿
「
青
島
に
お
け
る
日
本
の
隠
片
政
策
」
隅
二
十
世
紀
研
究
臨
第
3
号
、
二

　
〇
〇
二
年
、
参
照
。

②
外
務
省
通
商
局
編
・
刊
噸
阿
片
問
題
撫
（
一
九
二
一
年
）
三
一
三
及
び
三
【
五

　
頁
。

③
伊
原
安
固
『
外
地
に
於
け
る
阿
片
及
び
麻
薬
の
概
況
』
（
薬
業
時
報
社
出
版
部
、

　
一
九
一
二
五
年
）
　
二
五
～
～
エ
一
罪
ハ
。

④
　
｝
o
ぎ
竃
．
旨
Φ
目
ぎ
σ
q
ω
w
§
鴨
e
執
§
、
N
寧
愚
挙
、
ξ
§
§
ぎ
鷺
、
ミ
鋳
ミ
§
蹴

　
b
、
誌
　
§
、
ミ
憲
簿
尋
茜
　
討
　
臨
妬
貴
　
N
c
Q
㎏
賦
丸
り
A
獅
　
芝
①
6
。
8
0
井
　
O
o
旨
器
。
餓
8
樽
闇

　
℃
冨
①
α
q
臼
レ
リ
リ
S

⑤
H
江
儒
・
も
・
轟
ω
層

⑥
山
田
豪
～
『
満
洲
国
の
阿
片
專
売
晦
（
協
議
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

⑦
同
八
～
九
頁
。

⑧
満
鉄
経
済
調
査
会
編
・
刊
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
』
（
一
九
霊
三
年
）
。
本
文
轡

　
は
「
関
東
庁
専
士
冗
局
属
、
経
済
調
査
会
嘱
託
、
法
学
士
松
原
信
行
三
瀬
職
務
上
～

　
多
年
ヲ
費
シ
テ
編
纂
シ
タ
」
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
「
旅
順
公
議
会
長
し
溜
忠
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
実
は
、
播
忠
国
の
略
歴
は
前
掲
両
書
の
刊
行
以
前
に
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
播
は
、
字
は
干
臣
、
一
八
七
八
年
生
ま
れ
、
筑
州
城
内
人
、

十
七
歳
で
商
家
に
雇
わ
れ
、
一
九
〇
〇
年
に
旅
順
で
泰
和
堂
と
い
う
店
を
開
い
た
。
日
露
戦
争
申
に
、
ロ
シ
ア
軍
の
戦
略
兵
力
配
備
図
を
日
本

軍
に
提
供
し
、
乃
木
第
三
軍
司
令
宮
か
ら
「
探
偵
長
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
〇
五
年
、
旅
順
公
議
会
副
会
長
、
後
に
会
長
と
な
っ
た
。
「
風
呂
屋

の
親
爺
」
云
々
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
日
本
軍
の
密
偵
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
て
、
日
本
軍
の
公
式
記
録
は
、
日
本
軍
政
当
局
が
旅
順
に
「
公
議
会
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
ケ
シ
メ
清
国
人
ヲ
シ
テ
弁
理
セ
シ
」
め
た
と
言
う
。
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文
脈
か
ら
推
測
す
る
に
、
〇
五
年
二
月
か
ら
三
月
、
旅
順
に
軍
政
が
布
か
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
定
め
ら
れ
た
「
旅
順

　
　
　
　
③

公
議
会
会
則
」
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
含
ん
で
い
た
。

　
　
第
一
条
　
旅
順
公
議
会
ハ
旅
順
二
在
留
ス
ル
清
国
人
ヲ
以
テ
組
織
シ
清
国
人
二
関
ス
ル
公
共
事
業
掛
付
軍
政
署
ノ
諮
問
二
応
答
シ
及
軍
政
署
ノ
指
揮
ヲ
承

　
　
　
　
　
　
ケ
清
国
人
二
関
ス
ル
特
定
ノ
公
共
事
業
ヲ
弁
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
第
三
条
　
委
員
ハ
在
留
清
国
人
ヨ
リ
公
選
シ
会
長
、
副
会
長
ハ
委
員
申
ヨ
リ
互
選
シ
タ
ル
上
軍
政
署
ノ
認
可
ヲ
経
テ
上
任
シ
…
…

　
　
第
八
条
　
公
議
会
ノ
経
費
ハ
等
級
割
ニ
ヨ
リ
在
留
清
国
入
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
…
…
但
シ
等
級
ハ
軍
政
署
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル

　
　
第
九
条
　
公
議
会
ハ
…
…
各
六
箇
月
二
戸
ケ
ル
所
要
経
費
ノ
予
算
ヲ
案
シ
｝
箇
月
葡
二
之
ヲ
軍
政
署
二
提
出
シ
テ
其
認
可
ヲ
請
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
第
十
条
　
本
会
則
ハ
軍
政
署
ノ
認
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
施
行
ス

こ
れ
に
よ
る
限
り
、
「
旅
順
公
議
会
」
と
は
、
日
本
軍
政
当
局
が
占
領
行
政
へ
の
諮
問
機
関
兼
補
助
機
関
と
し
て
作
り
上
げ
て
、
軍
政
署
の
統

制
下
で
中
国
人
に
運
営
さ
せ
た
組
織
で
あ
っ
た
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。

　
こ
れ
と
潜
の
経
歴
を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
軍
政
当
局
が
墨
池
占
領
直
後
に
占
領
地
行
政
の
下
請
機
関
を
作
り
、
ス
パ
イ
と
し
て
使

っ
て
い
た
中
国
人
を
最
高
幹
部
と
し
て
送
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
単
純
な
理
解
で
済
ま
せ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、

や
や
圓
り
道
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
［
）
　
ロ
シ
ア
穣
借
地
に
お
け
る
公
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
始
め
に
、
倉
橋
正
直
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
公
議
会
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
公
議
会
と
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
中
国
東
北
を
喪
心
に
相
当

広
範
囲
に
展
開
し
て
い
た
商
人
ギ
ル
ド
組
織
で
、
そ
の
都
市
の
有
力
商
人
が
会
員
で
あ
っ
た
。
自
然
発
生
的
に
生
れ
た
も
の
で
、
名
称
、
組
織

形
態
、
業
務
内
容
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
主
な
役
割
は
、
商
人
間
の
紛
議
の
仲
裁
や
裁
定
な
ど
、
商
人
の
利
害
の
調
整
と
保
護
で

あ
る
が
、
一
地
方
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
経
済
混
乱
に
対
処
し
、
そ
の
復
活
の
た
め
に
活
動
し
た
例
も
あ
っ
た
。
商
業
に
密
接
に
関
わ
る
役
割
の
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他
に
、
地
方
官
憲
と
商
人
と
の
連
絡
機
関
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
。
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
そ
の
都
市
の
土
木
事
業
、
貧
民
救
済
事
業
、

飢
餓
対
策
、
消
防
隊
・
夜
警
の
設
置
、
治
安
対
策
、
徴
税
な
ど
、
行
政
の
～
端
を
担
う
こ
と
も
あ
り
、
日
清
戦
争
や
義
和
団
の
乱
の
よ
う
に
、

中
国
側
の
公
権
力
が
追
放
さ
れ
る
と
い
う
非
常
事
態
が
起
き
る
と
、
「
本
来
、
公
権
力
が
な
す
べ
き
仕
事
の
相
当
部
分
ま
で
代
り
に
遂
行
」
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
以
上
の
様
に
確
認
し
た
上
で
、
ま
ず
は
、
旅
順
公
議
会
の
設
立
を
一
九
〇
五
年
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
た
だ
し
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

見
の
限
り
で
は
、
旅
順
公
議
会
の
設
立
時
期
を
示
す
一
次
資
料
は
他
に
な
い
の
で
、
大
連
の
公
議
会
を
手
掛
か
り
に
推
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
大
連
公
議
会
の
前
身
は
、
ロ
シ
ア
統
治
期
に
設
立
さ
れ
た
壷
口
公
議
会
で
あ
る
が
、
六
会
の
性
格
に
つ
い
て
は
僻
説
あ
る
。
ま
ず
、
松
重
充

⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

浩
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
「
義
和
団
事
件
に
よ
る
混
乱
下
」
に
「
山
東
出
身
の
建
設
請
負
業
者
…
…
だ
っ
た
宋
子
山
、
張
徳
禄
、
劉
舟
宿
」
な

ど
の
有
力
者
を
中
心
と
す
る
「
大
連
の
商
工
業
者
」
が
「
ロ
シ
ア
当
局
の
承
認
を
得
て
、
治
安
維
持
を
目
的
」
に
設
立
し
た
も
の
だ
っ
た
。
当

初
は
「
巡
丁
を
抱
え
治
安
維
持
」
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
商
店
登
記
、
土
地
建
物
払
い
下
げ
業
務
代
行
、
徴
税
業
務
の
代
行
、
現

地
通
貨
の
発
行
な
ど
、
ロ
シ
ア
行
政
当
局
の
末
端
的
役
割
を
担
う
よ
う
に
」
も
な
っ
た
。
他
方
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
に
集
め
た
資
料
を
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

に
日
本
軍
が
編
纂
し
た
公
式
記
録
に
よ
る
と
、
漉
口
答
議
会
は
、
「
特
別
市
制
ノ
下
二
露
国
官
憲
ノ
勢
力
沿
及
セ
ル
当
市
二
在
リ
テ
ハ
、
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

上
一
ノ
能
力
ア
ル
ナ
ク
、
商
業
ノ
ミ
ヲ
専
ラ
ト
〔
す
る
〕
…
…
一
ノ
商
業
倶
楽
部
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
当
局
が
「
支
那
人
取
締
」

の
た
め
に
設
け
て
い
た
、
稽
査
局
と
い
う
「
露
国
警
察
ノ
補
助
…
機
関
」
を
、
財
政
難
の
た
め
に
大
連
公
議
会
の
所
属
に
移
し
、
公
議
会
の
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
Ω
二
年
の
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
大
連
の
有
力
商
工
業
者
が
公
議
会
を
設
立
し
た
の
は
、
最
初
か
ら
現
地
の
治
安
維
持
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
、
治
安
維
持
機
能
は

後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
組
織
の
歴
史
的
意
義
に
直
接
関
わ
る
大
き
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
「
公
議
会
」
と
い
う
名
の
自

治
組
織
が
ロ
シ
ア
統
治
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
仮
に
日
本
軍
当
局
の
見
方
に
従
っ
て
、
公
議
会
が
ロ
シ
ア
の
警

察
補
助
機
関
を
後
か
ら
抱
え
込
ん
だ
と
す
る
と
、
経
費
を
負
担
す
る
だ
け
の
財
力
の
あ
る
組
織
が
他
に
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
直
接
の
理
由
で
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あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
は
な
か
ろ
う
。
公
議
会
が
「
一
ノ
商
業
倶
楽
部
」
以
上
の
存
在
で
な
け
れ
ば
、
治
安
維
持
と

い
う
重
要
な
役
割
の
一
端
を
委
託
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
こ
の
佳
口
公
議
会
が
、
〇
五
年
十
月
、
日
本
軍
政
当
局
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「「

蝌
A
公
議
会
」
…
…
と
改
称
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
着
順
は
ど
う
な
の
か
。
旅
順
は
、
〇
二
年
に
大
連
が
商
業
港
と
し
て
の
活
動
を
開
始
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
地
位
を
失
い
経
済
的
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

栄
を
急
速
に
失
っ
て
行
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
は
、
「
〔
ロ
シ
ア
租
借
地
に
お
け
る
〕
商
工
業
ノ
焼
点
ト
ナ
リ
市
制
ヲ
布
キ
関
東
州
二
於
ケ
ル
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

市
ノ
範
ヲ
ナ
セ
リ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
誇
っ
て
い
た
。
当
然
、
中
国
人
商
人
が
数
多
く
集
ま
り
、
活
発
に
活
動
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
頃
に
公
議
会
が
存
在
し
て
い
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
し
、
大
連
の
も
の
よ
り
も
先
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
あ
る
。
ま
た
、
二
二
年
当
時
旅
順
公
議
会
の
書
記
を
務
め
て
い
た
周
平
角
な
る
人
物
が
そ
の
職
に
就
い
た
の
は
、
〇
三
年
二
月
だ
っ
た
。
旅

順
公
議
会
は
遅
く
と
も
、
こ
の
時
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旅
順
に
も
大
連
同
様
、
日
露
戦
争
前
か
ら
自
律
的
な

商
人
組
織
が
存
在
し
活
動
し
て
い
た
と
見
て
、
間
違
い
な
い
。

（
二
）
　
日
本
軍
政
と
公
議
会

旅
順
の
公
議
会
が
日
露
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
、
同
公
議
会
は
日
本
軍
政
当
局
の
手
で
作
ら
れ
た
と
い
う
日
本
軍
当
局
の
公
式

の
記
述
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
日
本
軍
の
占
領
政
策
を
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
軍
政
下
で
の
占
領
地
統
治
の
方
針
は
、
第
二
軍
の
北
上
に
伴
い
一
九
〇
四
年
九
月
に
編
成
さ
れ
た
遼
東
守
備
軍
の
「
遼
東
守
備
軍
行
政
規
則
」

（
〇
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
）
に
よ
り
定
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
旧
ロ
シ
ア
租
借
地
で
は
「
会
長
及
村
長
ヲ
シ
テ
自
治
行
政
ヲ
行
ハ
シ
ム
」

（
第
＋
六
条
）
と
し
た
が
、
同
時
に
ま
た
、
「
当
該
管
轄
地
内
二
居
住
シ
学
識
名
望
ア
ル
」
中
国
人
を
「
参
事
員
」
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
第
＋
七
条
）
。
参
事
員
の
基
本
的
役
割
は
、
「
諸
般
ノ
政
務
二
関
シ
軍
政
委
員
…
…
ノ
諮
問
二
対
シ
意
見
ヲ
述
フ
ル
」
こ
と
だ
っ
た
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
「
軍
政
委
員
…
…
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務
二
従
事
ス
ル
コ
ト
」
も
あ
る
と
さ
れ
た
（
第
十
八
条
）
。
つ
ま
り
、
従
来
の
村
落
統
治
機
構
を
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そ
の
ま
ま
利
用
す
る
と
い
う
主
経
路
と
、
地
域
社
会
の
有
力
者
の
協
力
を
得
て
彼
等
の
力
を
利
用
す
る
と
い
う
副
経
路
、
こ
の
両
方
を
通
し
て

占
領
地
の
治
安
の
急
速
な
回
復
と
社
会
の
安
定
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
公
議
会
が
占
領
地
統
治
方
策
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
は
、
翌
年
二
月
、
詰
軍
制
定
の
「
遼
東
守
備
軍
行
政
規
則
施
行
細
則
」
が
最
初
で

あ
る
。
「
軍
政
委
員
ハ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
管
内
二
於
テ
従
来
清
国
人
ノ
組
織
セ
ル
公
議
会
若
ハ
其
他
ノ
公
共
団
体
ヲ
将
来
二
存
続
セ
シ

ム
ル
ヲ
得
」
（
第
十
六
条
）
と
規
定
さ
れ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
大
連
の
公
議
会
は
日
本
軍
政
施
当
局
か
ら
見
て
頼
も
し
い
存
在
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
同
軍
は
、
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
当
初
は
参
事
員
に
求
め
て
い
た
役
割
を
、
公
議
会
の
あ
る
都
市
で
は
公
議
会
に
担
わ
せ
る
よ
う
、

統
治
方
針
を
部
分
的
に
手
直
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
初
は
郷
友
層
を
占
領
地
統
治
へ
の
現
地
協
力
者
と
し
ょ
う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
に

来
て
、
商
人
ギ
ル
ド
に
期
待
す
る
よ
う
に
方
針
の
｝
部
を
変
え
た
と
雷
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
ま
れ
、
軍
政
当
局
の
公
議
会
へ
の
期
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　
　
〔
公
議
会
は
〕
一
面
商
業
会
議
所
二
近
キ
性
質
ヲ
有
ス
ル
ト
組
閣
、
～
謝
自
治
的
町
村
役
場
ノ
性
質
ヲ
具
へ
、
凡
人
民
二
属
ス
ル
市
街
ノ
関
係
事
項
ニ
シ

　
　
テ
筍
モ
公
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
～
ト
シ
テ
公
議
会
ノ
干
渉
ヲ
要
文
サ
ル
ナ
ク
、
而
シ
テ
、
其
最
モ
重
要
ナ
ル
作
用
言
、
官
民
ノ
間
二
立
チ
テ
相
互
ノ

　
　
情
意
ヲ
疏
通
シ
、
官
命
ヲ
承
ケ
テ
ハ
之
ヲ
民
衆
二
伝
へ
其
義
務
ヲ
全
フ
セ
シ
メ
、
民
衆
ヲ
代
表
シ
テ
ハ
官
二
対
シ
テ
彼
等
ノ
希
望
ヲ
貫
ク
ニ
努
メ
、
以
テ

　
　
商
業
社
界
二
必
要
ノ
施
設
ヲ
ナ
シ
、
取
引
ヲ
円
滑
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
ー
事
二
在
リ
。

公
議
会
が
軍
政
と
現
地
中
国
人
と
の
問
の
パ
イ
プ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
占
領
地
統
治
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
潤
滑
油
と
な
る
こ
と
を
、

専
ら
期
待
し
て
わ
け
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
統
治
機
構
が
消
滅
す
る
一
方
で
清
国
の
統
治
機
構
は
も
と
よ
り
存
在
し
な
い
と
い
う
条
件
の
下
で
、

占
領
地
統
治
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
限
り
で
は
、
合
理
的
な
施
策
だ
っ
た
と
覚
え
よ
う
。

　
「
旅
順
公
議
会
会
則
」
が
、
旅
順
公
議
会
の
果
た
す
べ
き
第
一
の
役
割
と
し
て
、
「
軍
政
署
ノ
諮
問
二
応
答
シ
及
軍
政
署
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
清

国
人
二
関
ス
ル
特
定
ノ
公
共
事
業
ヲ
弁
理
ス
ル
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
直
接
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
「
会
則
」
が
、
「
遼
東
守
備
軍
行
政
規
則
施
行
細
則
」
の
「
公
議
会
…
…
二
於
テ
規
約
ヲ
制
定
若
ハ
改
正
ス
ル
ト
キ
ハ
軍
政
委
員
ノ
認
可
ヲ
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受
ク
ヘ
シ
」
と
い
う
規
定
（
第
十
七
条
）
に
基
づ
い
て
制
定
、
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

本
軍
政
当
局
は
、
も
と
も
と
会
則
の
よ
う
な
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
公
議
会
に
、
新
た
に
会
則
を
制
定
さ
せ
て
、
そ
う
し
た
日
本
側
の
意
図
を

明
確
に
公
議
会
に
意
識
さ
せ
、
両
者
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
前
述
の
〇
五
年
初
に
於
け
る
「
会
則
」
制
定
と
は
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
旅
順
公
議
会
が
こ
の
時
に
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
さ
て
、
日
本
軍
政
当
局
と
公
議
会
と
の
実
際
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
連
軍
政
署
は
、
稽
査
局
を
ロ
シ
ア
時
代
と
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

大
連
公
議
会
の
経
費
支
弁
に
よ
り
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
大
連
占
領
直
後
か
ら
、
「
公
議
会
役
員
二
懇
諭
シ
テ
居
民
ノ
安
堵
を
謀
」
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
、
「
家
宅
捜
索
ノ
結
果
発
見
ス
ル
所
ノ
賠
品
ハ
一
時
半
ヲ
公
議
会
稽
保
管
シ
所
有
主
ヲ
詮
索
」
し
た
り
し
た
。
大
連
市
内
に
放
置
さ
れ
た
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

件
の
所
有
権
を
申
し
立
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
ど
う
や
ら
、
公
議
会
に
よ
る
身
分
証
明
を
求
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
軍
事
物
資
運
搬
の
労
働
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

集
め
る
た
め
に
、
日
本
軍
当
局
が
「
公
議
会
ヲ
シ
テ
近
村
二
君
カ
シ
」
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
連
公
議
会
は
、
ま
さ
に
「
本
来
公
権
力
が
な

す
べ
き
仕
事
」
を
肩
代
わ
り
し
て
、
日
本
軍
の
占
領
行
政
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
〇
七
年
当
時
、
関
東
州
に
は
大
連
、
旅
順
、
金
融
、
五
悪
窩
に
公
議
会
が
存
在
し
、
民
政
署
の
監
督
の
下
で
、
「
政
令
ノ
伝
達
、
人
民
ノ
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

願
届
ノ
取
扱
等
」
を
行
っ
て
い
た
が
、
上
子
窩
で
は
こ
の
ほ
か
に
「
衛
生
事
務
」
の
「
処
理
励
行
」
も
行
な
っ
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
全

く
の
下
級
行
政
機
関
と
し
て
日
本
の
統
治
機
構
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
公
議
会
は
、
「
商
業
会
議
所
二
五
キ
性
質
」
や

「
自
治
的
町
村
役
場
ノ
性
質
」
と
い
う
、
伝
統
的
に
果
た
し
て
来
た
役
割
を
失
い
、
全
く
日
本
軍
政
の
下
請
機
関
と
化
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
な
い
。
戦
後
し
ば
ら
く
経
っ
た
時
点
で
の
大
連
公
議
会
に
付
い
て
、
関
東
州
当
局
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
公
議
会
ハ
、
富
民
ノ
問
二
立
チ
テ
上
下
ノ
意
志
ヲ
疏
通
ス
ル
ノ
機
関
タ
ル
ト
同
時
二
、
勢
力
地
域
二
野
ケ
ル
一
切
ノ
商
事
即
チ
商
品
取
引
所
ノ
事
ニ
モ
当

　
　
レ
ハ
商
業
会
議
所
ノ
事
ニ
モ
当
り
、
時
ニ
ハ
紛
争
ヲ
裁
決
ス
ル
ノ
司
直
官
ト
モ
ナ
リ
、
時
ニ
ハ
社
会
的
風
聴
ヲ
断
行
ス
ル
中
浦
ト
モ
ナ
リ
、
常
二
一
体
ノ

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
統
一
ヲ
計
り
テ
、
区
々
ノ
紛
擾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
伝
話
、
専
ラ
自
治
ノ
中
堅
ヲ
以
テ
任
ス
ル
モ
ノ
ナ
り
。
是
レ
清
国
公
議
会
ノ
特
質
ナ
リ
ト
ス
。

地
域
商
業
の
円
滑
化
を
図
る
機
能
と
、
商
人
の
自
律
的
裁
定
機
関
と
い
う
役
割
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
軍
政
当
局
も
そ
れ
を
認
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⑳

め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
戦
争
終
了
後
も
、
各
個
議
会
は
「
支
那
商
人
間
二
型
ル
各
種
ノ
案
件
及
商
業
上
ノ
紛
議
等
ヲ
処
弁
」
す
る
と
い
う

旧
来
の
機
能
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
実
際
、
日
本
軍
当
局
も
ま
た
、
公
議
会
を
そ
う
し
た
自
律
的
組
織
と
し
て
認
め
て
い
た
。

　
戦
後
の
旅
順
公
議
会
も
ま
た
、
「
旅
順
市
街
二
等
ケ
ル
清
魚
商
畏
ノ
商
業
二
関
ス
ル
細
大
事
項
ヲ
諮
詞
討
議
ス
ル
」
と
い
う
役
割
を
果
た
し

　
　
⑳

て
い
た
∂
終
戦
直
後
に
旅
順
を
訪
れ
た
B
本
人
も
、
「
公
議
会
は
恰
も
日
本
の
商
業
会
議
所
の
如
き
も
の
で
支
那
の
商
人
等
が
集
合
し
て
種
々

の
協
議
を
上
る
処
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
旅
順
公
議
会
が
仮
に
、
日
本
軍
政
当
局
が
下
級
行
政
機
関
と
し
て
終
戦
後
に
作
り
上
げ
た
組
織

だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
「
清
国
商
民
ノ
商
業
二
関
ス
ル
細
大
事
項
ヲ
諮
詞
討
議
ス
ル
」
と
い
う
機
能
と
役
捌
は
、
日
本
の
統
治
が
安
定
し
て
か

ら
新
た
に
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
要
す
る
に
、
「
旅
順
公
議
会
会
則
」
の
制
定
と
下
請
機
関
と
し
て
の
役
割
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
独
自
の
活
動
を
続
け
て
い
た
旅
順
公

議
会
に
、
日
本
軍
政
当
局
が
後
か
ら
押
し
付
け
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
商
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
已
む
無
く
そ
う
し
た
役
回
り
に
甘

ん
じ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
が
終
結
し
、
旅
順
に
人
が
戻
り
都
市
の
活
動
が
再
開
す
る
に
つ
れ
て
、
公
議
会
は
元
来
の
役
割

に
活
動
の
重
点
を
移
し
て
行
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
勿
論
、
旅
順
民
政
署
が
旅
順
公
議
会
に
対
し
て
「
会
務
ノ
整
理
ヲ
督
励
シ
之
レ
ト
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
二
旧
債
ノ
整
理
ヲ
断
行
セ
シ
メ
」
た
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
公
議
会
側
の
自
律
性
は
相
対
的
に
弱
く
は
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
長

い
間
担
っ
て
来
た
役
捌
、
果
し
て
来
た
機
能
の
主
要
部
分
は
、
な
お
存
続
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
旅
順
公
議
会
が
こ
の
よ
う
な
団
体
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
会
長
た
る
潜
忠
国
が
一
介
の
日
本
軍
の
密
偵
上
が
り
で
し
か
な
い
と
見
る
の

は
、
無
理
が
あ
る
。
で
は
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。

（
三
）
　
溜
　
　
忠
　
　
国

　
前
述
の
よ
う
に
、
潜
忠
国
が
旅
順
公
議
会
の
副
会
長
に
な
っ
た
の
は
一
九
〇
五
年
、
ま
た
、
会
長
の
劉
捷
三
が
「
兇
漢
の
手
に
去
れ
」
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
う
け
て
会
長
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
年
末
で
あ
っ
た
。
患
国
二
十
七
歳
、
旅
順
に
店
を
開
い
て
五
年
目
、
ま
だ
ま
だ
駆
け
出
し
と
言
う
べ
き
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で
あ
る
。
こ
ん
な
若
覧
が
枢
要
と
も
言
う
べ
き
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
や
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
彼
の
出
自
を
見
て
お
き
た
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
数
年
後
に
阿
片
専
売
か
ら
身
を
引
き
、
一
度
は
奉
天
の
張
作
霧
の
下
に

身
を
投
じ
た
も
の
の
重
用
さ
れ
ず
、
失
意
の
う
ち
に
関
東
州
に
戻
り
、
一
八
年
か
ら
大
連
で
泰
和
堂
と
い
う
店
を
、
金
州
で
福
和
堂
と
い
う
浴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

場
を
経
営
し
て
後
半
生
を
過
ご
し
た
。
泰
和
堂
が
ど
の
よ
う
な
商
店
だ
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
福
和
堂
浴
場
は
、
一
八
九
一
年
、
忠
国
十
三
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
時
に
、
播
忠
徳
な
る
人
物
が
開
設
し
た
金
州
最
初
の
浴
場
で
あ
る
。
忠
国
が
こ
れ
を
継
承
し
た
の
だ
が
、
こ
の
事
実
は
、
忠
徳
が
忠
国
の
兄

か
従
兄
、
そ
う
で
な
く
て
も
同
じ
家
の
出
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
旗
人
の
家
柄
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
忠

国
は
、
金
州
を
地
盤
と
す
る
商
人
一
家
の
一
員
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

　
忠
国
の
商
人
と
し
て
の
活
動
で
分
か
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
日
本
軍
が
旅
順
を
占
領
し
た
直
後
の
一
九
〇
五
年
春
、
他
の
金
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
商
人
三
重
と
共
に
、
金
州
地
区
の
諸
港
に
於
け
る
船
舶
輸
出
入
税
徴
税
の
請
負
を
日
本
軍
政
当
局
に
請
願
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
頃

に
「
公
議
会
委
員
等
」
が
旅
二
軍
政
事
に
阿
片
専
売
を
請
願
し
た
事
実
も
あ
勧
が
・
こ
の
「
公
議
会
委
員
筆
の
中
に
忠
国
が
入
っ
て
い
る
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
彼
が
公
議
会
副
会
長
に
就
任
し
て
以
後
の
こ
と
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
請
願
が
後
に
彼
が

特
許
専
売
人
に
な
る
伏
線
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
露
戦
後
、
そ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
と
の
密
接
な
関
係
を
背
景
に
大
連
の
商
業
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
紀
鳳
台
と
張
徳

禄
が
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
財
産
を
没
収
さ
れ
て
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
、
代
わ
っ
て
、
日
本
軍
に
協
力
し
て
来
た
張
本
政
が
台
頭
す
る
な
ど
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

連
の
商
人
の
問
に
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
力
関
係
の
変
化
が
起
き
た
。
関
東
州
の
各
都
市
で
も
同
様
の
事
態
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
播

や
「
旅
順
公
議
会
委
員
等
」
の
日
本
軍
当
局
へ
の
請
願
は
、
こ
う
し
た
変
動
の
中
で
、
新
支
配
者
と
結
ん
で
利
権
を
手
に
入
れ
伸
し
上
が
ろ
う

と
す
る
、
商
人
た
ち
の
活
動
の
　
つ
で
あ
っ
た
と
辿
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
大
連
商
人
の
間
に
は
、
出
身
地
に
よ
る
派
閥
が
存
在
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
経
済
界
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
競
合
関
係
に
あ
っ
た
」
の
だ
が
、
同
様
の
関
係
が
道
順
に
も
あ
っ
た
と
見
て
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
と
す
る
と
、
前
記
の
行
動
は
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ま
で
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
山
東
出
身
商
人
に
対
す
る
雲
州
出
身
商
人
か
ら
の
巻
き
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返
し
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
、
忠
国
は
、
日
本
と
結
ん
で
商
機
を
広
げ
利
益
を
拡
大
し
社
会
階
段
を
駆
け
上
っ
て
行
こ
う
と
す
る
、
若
い
野
心
家
の
商
人
だ
っ

た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
勿
論
、
彼
の
商
売
が
そ
れ
な
り
に
成
功
し
、
そ
の
実
力
が
旅
順
で
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
活
動
な
ど

で
き
る
は
ず
も
な
い
。
こ
の
際
に
、
旅
順
と
い
う
都
市
の
地
位
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
〇
二
年
以
後
の
旅
順
の
経
済
的
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

盤
沈
下
に
伴
っ
て
、
有
力
商
人
が
大
連
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
旅
順
に
残
っ
た
の
は
、
主
に
中
小
商
人
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
播
の

よ
う
な
商
人
の
発
言
力
は
大
連
よ
り
は
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
日
本
軍
と
結
ぶ
若
い
商
入
へ
の
期
待
も
小
さ
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
彼
の
出
番
が
あ
っ
た
。

　
播
患
国
は
、
関
東
州
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
さ
ほ
ど
有
力
な
商
人
だ
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
た
だ
、
彼
は
、
日
本
と
い
う
思
し
い
統
治
者
と
結

ぶ
こ
と
で
利
益
と
力
を
得
よ
う
と
す
る
、
機
を
見
る
に
敏
な
、
野
心
的
な
商
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
旅
順
に
固
有
の
条
件
が
、
日
本
軍
の
密
偵

を
務
め
た
と
い
う
経
歴
と
相
倹
っ
て
、
彼
を
公
議
会
副
会
長
の
座
に
押
し
上
げ
た
の
だ
ろ
う
。
勿
論
、
公
議
会
に
集
ま
る
商
人
を
彼
を
通
し
て

統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
日
本
軍
の
意
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
公
議
会
の
自
律
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
日
本
軍
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
人
物
が
副
会
長
に
な
れ
る
は
ず
も
な
い
。
他
方
で
は
ま
た
、
こ
う
し
た
人
物
を
副
会
長
と
す
る
こ
と
で
日
本
軍

当
局
と
の
関
係
を
強
化
し
、
自
分
た
ち
の
利
益
に
結
び
付
け
た
い
と
い
う
、
公
議
会
の
暗
黙
な
い
し
明
示
的
な
意
思
も
働
い
て
い
た
と
想
像
で

き
る
。
播
が
公
議
会
副
会
長
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
三
者
の
利
害
判
断
の
結
果
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
播
を
初
期
阿
片
制
度
の
表
面
上
の
名
義
人
、
単
な
る
飾
り
も
の
と
片
づ
け
る
の
は
、
納
得
し
難
い
の
で
あ
る
。
後
年
の
落
醜
を

見
知
っ
て
い
る
者
が
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
鵜
呑
み
に
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
特
許
専
売
制
度
の
成
立

や
運
営
の
中
で
、
彼
は
必
ず
や
一
定
程
度
の
役
割
を
果
た
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
次
章
で
は
、
主
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
特
許
専
売

綱
度
の
形
成
過
程
を
探
り
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
。

　
①
　
以
下
の
記
述
は
、
金
州
区
地
方
誌
編
纂
委
員
会
弁
公
室
編
『
諸
県
誌
撫
（
大
連
　
　
　
　
　
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
七
八
～
頁
に
よ
る
。
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関東州阿片制度の制定と中国商人（桂用）

②
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
満
洲
軍
政
史
第
三
巻
島
（
ゆ
ま
に
書
房
復
刻
、

　
｝
九
九
九
年
、
第
〔
8
〕
巻
）
詣
ハ
四
二
頁
。
（
以
下
、
　
同
黒
日
は
　
糊
潜
旧
洲
軍
T
政
中
ん
臨

　
と
略
称
し
、
復
刻
版
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
す
こ
と
と
す
る
。
）

③
二
六
四
二
～
六
四
三
頁
。

④
倉
橋
正
直
「
営
口
の
公
議
会
」
『
歴
史
学
研
究
臨
第
四
百
八
十
一
号
、
｝
九
八

　
○
年
六
月
。

⑤
後
年
の
関
東
州
当
局
の
公
式
見
解
で
は
、
旅
順
公
議
会
の
設
立
は
一
九
〇
六
年

　
で
あ
る
。
関
東
庁
臨
時
土
地
調
査
部
編
剛
関
東
州
事
情
　
上
巻
隔
（
涌
蒙
文
化
協

　
會
、
一
九
二
三
年
）
四
八
三
頁
、
及
び
、
関
東
庁
編
・
刊
『
関
東
庁
施
政
二
十
年

　
史
』
（
一
九
二
六
年
”
復
刻
原
書
房
・
下
巻
、
一
九
七
四
年
一
明
治
百
年
史
叢
書

　
第
二
二
六
巻
）
七
一
八
頁
。

⑥
松
重
充
浩
「
植
民
地
大
連
に
お
け
る
華
人
社
会
の
展
開
”
一
九
二
〇
年
代
初
頭

　
大
連
華
商
団
体
の
活
動
を
中
心
に
」
曽
田
三
郎
編
著
『
近
代
中
国
と
日
本
　
提
携

　
と
敵
縁
の
半
世
紀
蜘
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
＝
○
～
一
＝
頁
。

⑦
『
満
洲
軍
政
自
尽
〔
7
〕
五
八
五
頁
（
句
読
点
、
桂
川
）
。

⑧
同
二
六
三
頁
及
び
五
八
六
頁
。

⑨
前
掲
松
重
一
＝
頁
。

⑩
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
調
査
課
編
・
刊
『
露
国
占
領
前
後
二
於
ケ
ル
大
連
及
旅

　
順
撫
（
～
九
一
一
年
）
四
四
～
四
五
頁
及
び
四
九
頁
。

⑪
前
掲
『
関
東
州
事
情
上
巻
臨
三
三
頁
。

⑫
『
満
洲
軍
政
史
甑
〔
1
〕
＝
モ
～
＝
二
〇
頁
。

⑬
同
　
二
三
～
｝
二
六
頁
。

⑭
関
東
州
民
政
下
編
・
刊
『
満
洲
産
業
調
査
資
料
（
商
業
製
造
業
）
隔
（
一
九
〇
六

　
年
）
一
三
四
頁
（
句
読
点
、
桂
川
）
。

⑮
倉
橋
前
掲
論
文
。

⑯
『
満
洲
軍
政
史
冊
〔
7
〕
二
六
三
頁
。

⑰
同
二
六
七
頁
。

⑱
同
一
六
七
頁
。

⑲
　
詞
四
七
六
頁
。

⑭
　
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
凋
Φ
｛
．
じ
ヴ
8
0
高
一
窯
O
O
O
「
関
東
都
督
府
戸
政
事
務

　
成
績
並
管
内
状
況
」
（
「
関
東
都
督
府
政
況
報
告
並
雑
報
　
第
｝
巻
」
）
。
（
外
務
省

　
外
交
史
料
館
）

⑳
　
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
菊
①
｛
．
じ
d
O
G
Q
O
心
H
α
ま
O
O
O
「
明
治
四
十
三
年
度
　
自

　
明
治
四
十
三
年
四
月
至
明
治
四
十
四
年
三
月
　
関
東
都
督
府
政
務
報
告
　
四
　
衛

　
生
二
関
ス
ル
ー
般
ノ
状
況
」
（
「
関
東
都
督
府
政
況
報
告
並
雑
報
第
六
巻
」
）
（
外

　
務
省
外
交
史
料
館
）

⑫
　
関
東
都
督
府
睦
軍
部
経
理
下
編
・
刊
『
満
洲
誌
　
附
録
関
東
二
四
草
稿
撫
（
一

　
九
＝
｝
年
）
二
一
八
頁
（
句
読
点
、
桂
川
）
。

⑳
）
前
掲
「
関
東
都
督
府
民
政
事
務
成
績
並
管
内
状
況
」
。

⑳
　
茜
剛
掲
『
潜
一
塊
朔
菰
脚
　
附
鋒
坤
関
東
州
歎
聴
見
・
稿
』
二
論
ハ
ニ
頁
。

⑮
　
旧
ル
玉
｛
疋
『
旅
脳
服
案
内
撫
　
（
遼
東
新
朝
鞭
支
局
、
　
一
九
〇
⊥
留
年
）
　
一
二
上
九
百
ハ
。

⑳
　
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
切
㊦
h
¢
づ
O
も
Q
O
禽
α
b
っ
N
㊤
O
O
関
東
都
督
府
「
明
治
四

　
十
年
　
自
七
月
至
九
月
　
諸
般
政
務
施
行
ノ
成
績
　
十
四
　
金
工
民
政
署
扁
（
門
関

　
東
都
督
府
政
況
報
告
並
雑
報
　
第
一
巻
扁
）
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
な
お
、
「
旧

　
債
の
整
理
扁
と
い
う
句
は
、
旅
順
公
議
会
が
日
露
戦
争
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ

　
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑳
　
前
褐
『
旅
順
案
内
臨
三
九
頁
。

⑳
》
前
掲
『
金
梁
誌
臨
七
八
｝
頁
。

⑲
　
同
三
四
一
買
。

⑳
　
　
『
満
洲
軍
政
史
』
〔
7
〕
七
七
頁
。
他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
貌
子
窩
の
部
香
亭
と

　
高
良
田
、
営
城
子
の
張
英
才
で
あ
る
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
入
物
で
あ
る
か
は
全

　
く
分
ら
な
い
が
、
郡
は
、
お
そ
ら
く
、
「
山
東
省
即
迂
論
を
祖
籍
と
す
る
金
州
の

　
名
家
で
あ
る
郡
氏
」
（
上
闘
貴
子
『
近
代
中
国
東
北
地
域
に
於
け
る
華
人
商
業
資

　
本
の
研
究
隔
大
阪
外
大
博
士
論
文
シ
リ
…
ズ
＜
o
同
一
。
。
、
二
〇
〇
三
年
、
＝
篇
三
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頁
）
の
一
族
で
あ
ろ
う
か
ら
、
全
員
、
金
建
を
根
城
と
す
る
商
人
で
あ
る
と
見
て

　
よ
い
だ
ろ
う
。

⑳
　
同
〔
8
〕
七
七
〇
頁
。

⑫
　
松
重
充
愚
闇
第
一
次
大
戦
前
後
に
お
け
る
大
連
の
『
由
簡
潔
苗
圃
国
人
商
人
」

　
本
庄
比
佐
子
編
『
巳
本
の
青
島
占
領
と
山
東
の
社
会
経
済
　
～
九
一
四
～
二
二

　
年
』
（
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
三
四
九
頁
、
大
連
斎
史
誌
弁
公
室
編
『
大
連

　
市
誌
　
人
物
君
臨
（
中
央
文
献
繊
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

　
頁
、
及
び
『
満
洲
軍
政
史
』
〔
7
〕
三
二
七
頁
。

⑳
　
松
重
同
三
五
〇
頁
。

⑳
）
前
掲
『
露
国
占
領
前
後
二
於
ル
大
連
及
論
叢
漉
一
二
〇
、

　
口
山
幕
誌
弁
公
室
編
『
旅
順
口
区
誌
輌
（
大
連
出
版
社
、

　
頁
。

二
九
、
四
一
、
一
五
三

一四
九九
九頁
九　’

年嵩
）連
三市
九四
六順

82　（368）

2

特
許
専
売
制
度
の
導
入

（一

j
初
期
の
制
度

　
ロ
シ
ア
統
治
時
代
の
旅
順
で
は
、
専
門
の
小
売
店
は
な
く
、
専
ら
、
煙
館
が
生
阿
片
を
州
外
か
ら
購
入
し
て
煙
膏
を
製
造
し
吸
煙
に
供
し
て

い
た
。
阿
片
の
輸
入
と
吸
煙
は
本
来
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
密
輸
入
・
密
売
・
煙
館
の
非
合
法
開
店
が
さ
か
ん
で
、
禁
令
は
実
際
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

全
く
効
力
が
な
か
っ
た
と
一
説
う
。
一
方
、
大
連
と
豪
州
で
は
平
価
用
パ
イ
プ
一
本
に
付
き
二
円
五
十
銭
の
税
と
引
き
換
え
に
煙
館
開
業
が
許
可

　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
て
い
た
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
そ
の
後
、
日
本
軍
の
旅
順
軍
政
署
が
「
煙
館
取
締
規
則
」
を
公
布
し
（
一
九
〇
五
年
四
月
＋
六
日
）
、
旅
順
に
お
け
る
煙
館
営
業
を
日
清
両
国

人
に
対
し
て
許
可
し
た
。
パ
イ
プ
｝
本
に
つ
き
毎
月
一
円
の
営
業
税
の
納
付
、
一
ヶ
月
間
の
客
数
と
客
が
吸
っ
た
煙
膏
の
価
格
・
数
量
を
毎
月

軍
政
署
に
届
出
る
な
ど
の
義
務
が
あ
っ
た
ほ
か
、
煙
館
の
営
業
は
指
定
区
域
で
し
か
認
め
ず
、
煙
館
数
も
三
十
戸
に
限
る
と
い
う
制
限
が
付
い

て
は
い
た
が
、
全
体
と
し
て
規
制
は
緩
く
、
そ
れ
ま
で
の
営
業
を
事
実
上
公
認
し
た
措
置
だ
っ
た
。
大
連
で
も
営
業
を
認
め
て
お
り
、
中
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

煙
館
経
営
者
が
、
〇
四
年
十
月
に
は
百
二
十
三
人
、
翌
年
五
月
に
は
百
四
十
八
人
を
数
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
日
本
当
局
に
よ
る
関
東
州
全
域
を
対
象
と
す
る
吸
煙
に
関
す
る
最
初
の
規
則
は
、
「
阿
片
販
売
業
薄
煙
〔
館
〕
業
営
業
規
則
」
（
一
九
〇
六
年



七
月
～
日
付
公
布
）
で
あ
っ
た
。
煙
意
業
の
他
に
阿
片
の
卸
売
と
小
売
を
新
た
に
認
め
た
他
は
、
そ
れ
ま
で
の
阿
片
商
売
の
あ
り
方
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
認
め
る
も
の
だ
っ
た
。
ほ
ぼ
唯
一
の
変
化
は
、
州
外
か
ら
の
阿
片
の
購
入
と
収
受
、
及
び
阿
片
の
譲
渡
と
交
換
は
、
許
可
を
得
た
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

業
者
か
亭
亭
業
者
以
外
に
は
認
め
な
い
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
規
則
の
狙
い
が
、
正
規
の
許
可
を
得
た
営
業
者
か
ら
高
率
の
税

を
微
収
し
租
借
地
統
治
の
財
源
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
関
東
州
に
於
け
る
日
本
の
阿
片
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
で

始
ま
っ
た
。

（
二
）
　
特
許
専
売
制
度
の
導
入

関東州阿片制度の制定と中国商人（桂川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
冒
頭
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
軍
当
局
は
〇
六
年
八
月
十
五
日
、
関
東
州
に
特
許
専
売
制
度
を
導
入
し
た
。
自
由
営
業
を
正
式
に
認
め

て
か
ら
一
ヶ
月
半
し
か
経
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
唐
突
な
制
度
変
更
が
、
初
期
阿
片
制
度
の
第
二
の
奇
妙
な
点
で
あ
る
。
一
体
な
ぜ
な
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
こ
の
特
許
専
売
制
度
の
概
要
を
見
て
み
た
い
。

　
特
許
料
は
毎
月
の
売
上
げ
の
十
％
で
あ
っ
た
。
販
売
価
格
は
当
局
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
か
、
仕
入
れ
た
煙
膏
の
種
類
・

数
量
・
価
格
、
毎
月
の
販
売
煙
膏
の
種
類
・
数
量
・
金
額
と
毎
月
末
の
在
庫
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
局
に
届
出
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
大
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
総
局
を
、
需
要
の
多
い
地
方
に
分
局
を
置
く
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
総
局
と
分
局
及
び
販
売
店
の
位
置
、
小
売
人
・
煙
館
業
者
の
住
所
氏

名
も
当
局
に
届
出
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
特
許
商
人
に
煙
膏
の
在
庫
・
流
通
量
を
常
に
正
確
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
局
は
居
な

が
ら
に
し
て
収
入
と
情
報
の
両
方
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
は
、
他
で
も
見
ら
れ
る
ご
く
普
通
の
特
許
専
売
制
度
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
に
制
定
さ
れ
た
専
売
制
が
一
般
的
な
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
「
阿
片
ノ
製
造
及
販
売
」
の
独
占
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に

は
無
漏
卸
売
り
の
独
占
を
認
め
た
だ
け
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
許
商
人
は
「
台
湾
総
督
府
専
売
局
ト
特
約
ヲ
為
シ
同
局
ノ
製
造
煙
膏

　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ヲ
販
売
」
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
台
湾
産
煙
膏
し
か
販
売
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
煙
膏
の
小
売
は
特
許
商
の
直
営
で
あ
っ
た
よ
う
だ
し
、

ま
た
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
煙
管
の
煙
膏
購
入
元
は
特
許
商
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
関
東
州
に
は
台
湾
多
々
膏
し
か
流
通
し
な
い
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こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
時
の
専
売
制
度
導
入
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
当
時
、
台
湾
総
督
府
は
、
阿
片
専
売
収
入
を
増
や
す
た
め
に
煙
膏
販
売
の
増
加
に
努
め
て
い
た
か
ら
、
手
に
入
れ
た
ば
か
り
の
関
東
州

を
格
好
の
市
場
と
兇
て
、
台
湾
毒
煙
膏
の
輸
入
を
関
東
州
当
局
に
強
く
要
請
し
た
に
違
い
な
い
。
他
の
煙
膏
の
排
除
を
求
め
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
こ
の
時
の
関
東
都
督
府
民
政
長
官
の
石
塚
英
蔵
は
台
湾
総
督
府
出
身
で
あ
り
、
民
政
署
員
も
「
主
と
し
て
台
湾
総
督
府
在
官
者
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
職
員
を
詮
平
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
こ
の
結
果
、
「
民
政
署
大
小
の
官
吏
は
概
ね
〔
台
湾
〕
総
督
府
か
ら
出
向
し
来
っ
た
」
の
だ
か
ら
、
台

湾
総
督
府
の
意
向
は
十
分
承
知
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
関
東
州
当
局
が
突
如
専
売
制
を
導
入
し
た
裏
に
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
関
東
州
に
お
け
る
特
許
専
売
制
へ
の
移
行
と
台

湾
産
煙
膏
の
関
東
州
へ
の
輸
出
は
、
台
湾
総
督
府
と
そ
の
意
向
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
関
東
州
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
セ
ッ
ト
と
し
て
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
勘
ぐ
れ
ば
、
本
家
た
る
台
湾
総
督
府
の
要
望
が
よ
ほ
ど
強
く
て
、
分
家
た
る
関
東
都
督

府
が
、
台
湾
産
煙
膏
に
よ
る
関
東
州
阿
片
市
場
の
独
占
を
実
現
す
る
た
め
に
、
特
許
専
売
制
度
導
入
を
あ
わ
て
て
決
め
た
と
い
う
の
が
、
実
情

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
ま
れ
、
本
家
が
煙
膏
を
輸
出
し
、
分
家
が
輸
入
し
販
売
す
る
の
だ
か
ら
、
台
湾
か
ら
関
東
州
へ
の
卸
売
の
価
格
も
含
め
て
、
既
に
十
分
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

A
呈
恩
が
成
立
し
取
り
決
め
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
特
許
命
令
の
殆
ど
が
煙
膏
の
在
庫
・
流
通
量
の
正
確
な
把
握
の
た
め
の
義
務
規

定
で
あ
り
、
従
っ
て
、
特
許
商
の
担
う
べ
き
役
割
が
台
湾
談
論
膏
の
購
入
と
販
売
に
お
け
る
実
務
に
限
ら
れ
て
い
だ
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ

た
。
関
東
州
当
局
に
と
っ
て
、
日
本
側
の
決
め
た
こ
と
を
決
め
ら
れ
た
通
り
に
忠
実
に
こ
な
す
こ
と
以
外
の
役
割
は
、
特
許
商
に
は
必
要
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
特
許
商
に
は
、
自
己
裁
量
の
余
地
が
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
特
許
商
を
こ
の
よ
う
な
下
請
け
と
し
て
操
り
利
用
し
よ
う
と
す
る
側

に
と
っ
て
、
か
つ
て
密
偵
を
務
め
て
い
た
男
は
好
適
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
、
播
が
特
許
権
を
得
た
要
因
の
一
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
さ
て
、
こ
の
制
度
の
第
二
の
特
徴
は
、
「
関
東
州
阿
片
小
売
営
業
組
合
」
な
る
団
体
の
設
立
に
あ
る
。
そ
の
設
立
は
特
許
命
令
の
一
項
目
と

　
　
　
　
　
⑯

し
て
定
め
ら
れ
、
特
許
商
人
は
「
小
売
人
煙
館
業
者
」
を
こ
れ
に
加
入
さ
せ
る
義
務
が
あ
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
小
売
は
特
許
入
の
直
営
だ
っ
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関東州阿片制度の制定と中国商入（桂川）

た
可
能
性
が
高
い
の
で
、
事
実
上
は
煙
館
業
者
だ
け
が
組
合
員
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
組
合
に
加
入
し
な
い
隈
り
小
売
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
加
入
し
た
煙
館
業
者
は
自
ら
の
手
で
生
阿
片
を
輸
・
移
入
し
煙
膏
を
製
造
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
ほ
か
、

「
製
造
販
売
特
許
者
ノ
発
売
ス
ル
阿
片
ノ
外
一
切
他
ノ
阿
片
ヲ
販
売
」
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
組
合
を
設
立
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
百
数
十
軒
も
の
煙
館
の
営
業
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
た
め
で
あ
る
。
各
煙
館
は
そ
れ

ま
で
、
独
自
の
仕
入
れ
ル
ー
ト
を
持
ち
、
独
自
の
調
合
に
よ
っ
て
独
自
の
味
を
持
つ
製
品
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
顧
客
」
を
獲
得
し
て
い

た
。
し
か
る
に
、
専
売
制
が
実
施
さ
れ
る
と
、
特
許
商
人
か
ら
「
お
仕
着
せ
」
の
煙
膏
を
仕
入
れ
て
販
売
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
く
な
る
。

そ
れ
は
商
売
の
う
ま
み
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
、
自
家
製
煙
膏
の
販
売
を
続
け
よ
う
と
す
る
煙
館
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
容

易
に
予
見
で
き
る
。
こ
の
組
合
の
設
立
目
的
は
、
そ
う
し
た
事
態
の
出
現
を
防
止
し
、
当
馬
公
認
の
皇
紀
以
外
の
煙
膏
が
消
費
の
場
に
出
回
ら

な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
一
点
に
の
み
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
各
燧
煙
業
者
に
「
記
名
捺
印
シ
此
規
定
ヲ
厳
守
ス
ル
旨
ヲ
誓
」
わ
せ
る
と
い

う
、
や
や
大
袈
裟
な
手
続
き
を
義
務
化
し
た
。
ま
た
、
組
合
員
が
「
本
組
合
ノ
業
務
ヲ
妨
害
シ
汐
干
本
組
合
ノ
名
義
ヲ
汚
」
し
た
場
合
、
つ
ま

り
、
専
売
制
に
反
す
る
営
業
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
除
名
し
、
煙
館
の
営
業
が
で
き
な
く
す
る
と
い
う
厳
し
い
罰
則
も
設
け
た
。

　
こ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
も
、
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
障
碍
が
他
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
生
阿
片
が
輸
入
さ
れ
て
か
ら
煙
館
に
届
く
ま

で
の
流
通
ル
ー
ト
に
も
多
く
の
商
人
が
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
台
湾
産
煙
膏
以
外
の
輸
入
が
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
彼
ら
も
当
然
、

そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
商
売
は
囲
難
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
は
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
煙
館
業
者
も
専
売
制
を
必

ず
し
も
歓
迎
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
売
制
の
導
入
は
、
そ
れ
ま
で
阿
片
商
売
に
関
わ
っ
て
来
た
数
々
の
現
地
商
人
に
直
接

的
か
つ
根
本
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
反
発
は
当
然
強
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
者
へ
の
説
得
工
作
や
、
場
合
に
よ

っ
て
は
彼
ら
の
抵
抗
の
排
除
な
ど
が
、
専
売
制
度
の
順
調
な
発
足
と
運
営
に
は
不
可
欠
と
な
る
の
だ
が
、
た
と
え
日
本
側
が
武
力
を
背
景
に
し

て
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
強
要
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
達
成
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
の
を
言
っ
た
の
が
、

公
議
会
会
長
の
威
信
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
現
地
中
国
人
商
人
社
会
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
て
来
た
地
位
に
有
り
発
言
力
を
持
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つ
者
に
対
し
て
、
～
般
商
人
た
ち
は
少
な
く
と
も
表
立
っ
て
は
逆
ら
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
日
本
側
が
播
に
求
め
た
の
は
、
現
地
阿
片
商

人
達
を
押
さ
え
こ
み
、
日
本
に
服
従
さ
せ
る
役
割
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
地
阿
片
商
人
を
と
も
か
く
一
旦
は
抑
え
込
め
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て

い
た
、
少
な
く
と
も
日
本
側
か
ら
そ
う
し
た
期
待
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
は
、
彼
は
現
地
有
力
商
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
日
本
側
が
彼
に
特
許
権
を
与
え
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
日
本
側
か
ら
す
る
と
、
濡
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
特
許
人
と
す
る
に
は
ま
こ
と
に
都
合
の
好
い
人
物
だ
っ
た
。
一
方
、
事
業
拡
大
と
商

人
社
会
で
の
地
位
向
上
と
を
繕
い
求
め
て
い
た
潜
に
し
て
み
れ
ば
、
た
と
え
下
請
け
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
専
売
権
獲
得
に
も
と
よ
り
異
存
の
あ

ろ
う
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
の
特
許
専
売
制
の
導
入
は
、
取
り
敢
え
ず
は
、
都
督
府
当
局
と
現
地
商
人
播
忠
国
と
の
利
害
の
一

致
、
あ
る
い
は
癒
着
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
石
本
鎖
太
郎
が
第
二
の
特
許
商
と
な
る
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
次
の
検
討
課
題
で
あ

る
。
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（
三
）
石
本
鑛
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
石
本
鎖
太
郎
が
一
九
〇
七
年
五
月
に
特
許
商
に
な
っ
た
裏
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。

　
　
〔
関
東
州
当
局
は
、
〕
当
時
民
政
署
の
通
訳
官
で
あ
っ
た
石
本
総
太
郎
親
が
、
台
湾
総
督
府
の
専
売
局
に
勤
務
し
て
み
る
阿
片
に
つ
い
て
の
権
威
者
で
あ
っ

　
　
た
か
ら
、
同
氏
を
辞
職
さ
せ
、
民
間
の
私
業
と
し
て
小
売
店
の
元
締
を
や
ら
さ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
石
本
君
中
々
ウ
ン
と
言
は
ぬ
。
そ
の
中
に
石
塚
〔
英

　
　
蔵
・
関
東
州
民
政
署
民
政
〕
長
富
に
説
伏
さ
れ
て
、
渋
々
該
事
業
を
開
始
し
た
…
…

　
石
本
は
、
戦
争
の
末
期
、
阿
片
事
業
に
関
す
る
意
見
書
を
関
東
州
民
政
署
長
の
関
屋
貞
三
郎
に
提
出
し
、
台
湾
総
督
府
専
売
事
業
と
同
様
の

官
営
事
業
と
し
て
関
東
州
で
阿
片
専
売
を
実
施
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
だ
が
、
彼
の
意
に
反
し
て
都
督
府
が
私
営
の
方
針
を
決
め
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
、
以
後
、
阿
片
事
業
に
は
関
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
石
本
が
石
塚
の
説
得
に
「
中
々
ウ
ン
と
言
は
」
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
だ
っ
た
。
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「
今
更
関
わ
り
た
く
は
な
い
」
と
で
も
い
う
態
度
だ
っ
た
だ
ろ
う
石
本
を
、
石
塚
が
い
わ
ば
無
理
矢
理
に
口
説
き
落
と
し
て
特
許
商
に
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
や
は
り
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
阿
片
制
度
の
中
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。

　
実
は
、
台
湾
産
煙
膏
の
売
れ
行
き
は
、
当
局
の
思
惑
に
反
し
て
不
振
だ
っ
た
。
〇
六
年
度
こ
そ
三
百
八
十
｝
貫
余
輸
入
さ
れ
た
が
、
次
年
度

　
　
　
　
　
　
⑲

に
は
皆
無
と
な
り
、
台
湾
総
督
府
に
よ
る
関
東
州
阿
片
市
場
独
占
の
企
て
は
、
あ
っ
け
な
く
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
日
本
側
は
、
値
段
が
高
く
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
関
東
州
の
人
々
の
好
み
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
だ
と
言
う
が
、
密
輸
の
横
行
も
台
湾
製
の
売
れ
行
き
不
振
の
要
因
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

　
⑳

き
る
。
密
輸
は
都
督
府
の
無
理
強
い
に
対
す
る
関
東
州
阿
片
商
人
達
の
抵
抗
だ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
と
ま
れ
、
〇
七
年
度
か
ら
は
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

許
商
が
生
阿
片
を
買
い
入
れ
て
煙
膏
を
製
造
し
販
売
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
煙
膏
の
輸
入
と
販
売
だ
け
を
認
め
る
こ
と
と
、
生
阿
片
を
輸
入
し
現
地
で
煙
膏
を
製
造
す
る
の
を
認
め
る
こ
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。
制
度

の
根
本
的
な
変
更
で
あ
る
。
生
阿
片
の
輸
入
と
煙
膏
の
精
製
を
特
許
商
に
認
め
た
以
上
は
、
生
阿
片
の
輸
入
過
程
、
そ
の
貯
蔵
と
搬
出
過
程
、

煙
膏
製
造
過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
、
特
許
商
人
の
行
動
を
し
っ
か
り
と
規
制
し
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

青
島
で
ド
イ
ツ
総
督
府
が
一
九
一
二
年
か
ら
実
施
し
た
特
許
専
売
制
度
で
は
、
輸
入
生
阿
片
の
輸
入
、
保
管
、
加
工
の
た
め
の
搬
出
は
、
そ
の

全
過
程
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
都
度
、
特
許
商
自
ら
が
総
督
府
の
監
督
下
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
煙
膏
の
精
製
も
、
作
業
日
や
精
製
材

料
の
割
合
、
使
う
べ
き
道
具
や
器
具
に
至
る
ま
で
、
実
に
細
か
い
規
制
の
下
に
置
か
れ
る
な
ど
、
特
許
商
の
活
動
全
般
が
、
総
督
府
の
厳
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

規
制
と
監
督
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
特
許
専
売
制
度
と
は
、
阿
片
の
生
産
、
流
通
、
販
売
、
消
費
を
、
特
許
商
と
い
う
最
上
流
で
規
制
し
監

視
し
、
そ
う
し
た
最
小
限
の
負
担
に
よ
っ
て
税
収
を
確
実
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
特
許
商
人
を
厳
し
く

縛
り
常
に
自
分
の
監
督
下
に
置
い
て
お
く
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
極
論
す
る
と
、
生
阿
片
の
輸
入
か
ら
煙
膏
の

販
売
ま
で
の
す
べ
て
の
過
程
で
、
特
許
商
人
は
当
局
の
目
を
盗
ん
で
い
く
ら
で
も
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
、
当
局
が
知
り
得
な
い
利
益
を
上
げ

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
制
度
が
内
部
か
ら
食
い
荒
ら
さ
れ
、
崩
壊
に
至
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
関
東
都
督
府
は
だ
か
ら
、
新
事
態
に
対
応
す
る
規
程
を
制
定
し
て
、
特
許
商
の
活
動
全
般
へ
の
監
視
と
規
制
を
嗣
度
化
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
対
応
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
。
一
方
、
阿
片
小
売
営
業
組
合
の
制
度
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
、
特
許
人

が
台
湾
産
煙
膏
を
扱
わ
な
く
な
っ
て
も
、
煙
館
は
依
然
と
し
て
、
彼
が
製
造
販
売
す
る
煙
膏
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
特
許
人

は
、
生
阿
片
の
買
い
付
け
と
煙
膏
の
製
造
に
つ
い
て
は
事
実
上
の
自
由
裁
量
を
享
受
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
煙
膏
の
流
通
と
販
売
に
つ
い
て
は

独
占
を
完
全
に
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
彼
に
と
っ
て
有
難
い
制
度
は
、
他
で
は
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
制
度
の
実
質
的
転
換
に
見
合
う
規
程
の
変
更
な
い
し
新
規
程
の
公
布
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
こ
れ
が
、
初
期
関
東
州
阿
片

制
度
の
第
三
の
奇
妙
な
点
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
特
許
人
に
と
っ
て
の
み
有
利
な
制
度
に
変
わ
っ
た
の
は
、
台
湾
産
隷
農
輸
入
の
停
止
と
生
阿
片
輸
入
の
再
開
が
、
都
督
府
の
意
思
に
基
づ
く

も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
だ
と
見
る
し
か
な
い
。
少
な
く
と
も
、
当
局
側
の
発
意
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
転
換
を
主
導
し

た
の
は
溢
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
特
許
人
に
そ
の
気
が
な
け
れ
ば
何
も
変
わ
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
こ
の
転
換
が
特

許
人
に
非
常
に
有
利
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
確
か
に
播
の
意
思
が
働
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
都
督
府
か
ら
見
れ
ば
、
播
は
裏
切

っ
た
に
等
し
い
。
し
か
し
ま
た
、
彼
一
人
で
行
っ
た
と
見
な
す
の
も
、
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
き
調
う
の
は
、
彼
が
特
許
商
人
と
し
て
力
を
揮
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
都
督
府
は
後
に
、
煙
膏
の
製
造
に
は
客

の
好
み
の
味
を
出
す
た
め
の
「
一
種
ノ
秘
法
」
が
あ
り
、
「
嗜
好
二
適
ス
ル
煙
膏
ヲ
製
造
ス
ル
煙
館
ハ
繁
盛
シ
然
う
サ
ル
モ
ノ
門
門
葡
雀
羅
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

張
ル
ヲ
免
レ
」
な
い
程
な
の
だ
が
、
「
我
特
許
製
造
販
売
人
ノ
製
造
煙
膏
ハ
土
人
ノ
嗜
好
現
務
ス
ル
コ
ト
難
」
か
っ
た
と
醤
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
潜
は
そ
の
「
秘
法
」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
煙
膏
製
造
に
精
通
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
は
阿
片
商
と
し

て
の
経
験
が
全
く
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
て
も
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
聞
が
特
許
人
の
地
位
を
保
て
た
の
は
、
都
督
府
と
の
関

係
が
あ
っ
た
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
、
現
地
阿
片
商
の
支
持
も
得
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
特
に
、
事
実
上
の
制
度
変
更
は
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
力
な
し
で
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
彼
は
、
○
八
年
十
二
月
、
特
許
商
の
地
位
を
別
の
中
国
人
阿
片
商
に
譲
り
、
そ
の
二
年
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
奉
天
に
去
っ
て
張
作
事
の
軍
に
身
を
投
じ
た
。
大
連
に
彼
の
身
の
置
き
場
が
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
奉
天
で
多
額
の
賄
賂
を
贈
っ
て
軍
内
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⑳

で
の
地
位
上
昇
を
図
っ
た
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
経
済
的
な
破
綻
に
よ
り
没
落
し
逃
げ
出
し
た
の
で
は
な
く
、
都
督
府
当
局
か
ら
も
関
東
州
の

阿
片
商
人
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
、
支
え
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
結
果
だ
と
見
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
の
存
在
基
盤
は
、
案
外
弱
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
阿
片
制
度
の
事
実
上
の
転
換
を
一
人
で
主
導
で
き
る
ほ
ど
の
力
量
が
播
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
と
な
れ
ば
、

こ
の
時
の
転
換
は
、
現
地
で
長
く
阿
片
の
売
買
に
携
わ
っ
て
来
た
商
人
の
一
人
、
あ
る
い
は
一
派
が
潜
を
支
え
て
、
あ
る
い
は
彼
と
共
謀
し
て

実
施
し
た
と
見
る
の
が
、
や
は
り
自
然
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
山
東
と
の
阿
片
取
引
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
関
東
州
の
商
人
に
は
出
身
地
を

基
盤
と
す
る
派
閥
が
あ
り
、
各
派
は
経
済
界
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
競
合
し
て
い
た
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
事
態
も
、
山
東
出
身
商
人

が
阿
片
取
引
の
実
権
を
播
個
人
（
な
い
し
は
金
州
出
身
商
人
閥
）
か
ら
奪
っ
た
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
独
占
を
崩
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
よ

う
に
、
そ
の
争
い
の
一
つ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
播
の
没
落
は
、
た
ぶ
ん
、
山
東
省
出
身
商
人
の
勝
利
の
結
果
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
都
督
府
は
事
態
の
展
開
を
後
追
い
す
る
は
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
台
湾
産
煙
膏
が
売
れ
ず
、
従
っ
て
特
許
料
収
入
も
予
期
し
た
ほ

ど
に
は
入
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
播
の
コ
袋
切
り
」
に
も
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
困
難
を
打
開
す
る
に
は
、
阿
片
の
流
通
・
販
売
を
担
い
続
け
て

き
た
現
地
商
人
の
言
い
分
を
呑
む
ほ
か
、
都
督
府
に
は
手
立
て
が
な
か
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
阿
片
に
詳
し
い
（
と
当
局
が
児
た
）
石
本
を

新
た
に
特
許
人
と
し
て
送
り
込
ん
で
、
現
地
阿
片
商
に
と
も
か
く
に
ら
み
を
利
か
せ
る
の
が
、
都
督
府
の
せ
め
て
も
の
対
応
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
当
局
は
、
当
面
の
事
態
を
収
拾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
専
売
棚
度
が
足
元
か
ら
掘
り
崩
さ
れ
る
よ
う
な
最
悪
の
事
態
が
生
じ
る
の

を
予
防
す
る
必
要
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
行
う
べ
き
規
程
変
更
を
実
施
す
る
だ
け
の
余
裕
が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
、
業
務
に
詳
し

い
人
間
に
よ
る
監
視
と
い
う
、
い
わ
ば
姑
息
な
手
段
に
訴
え
る
の
が
、
せ
い
ぜ
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
事
態
を
主
導
し
た
商
人
側
か
ら

す
れ
ば
、
都
督
府
の
規
制
が
事
実
上
及
ば
ず
専
売
の
う
ま
み
を
自
由
に
享
受
で
き
る
制
度
を
、
当
局
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
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そ
の
見
返
り
に
石
本
を
「
共
同
の
」
特
許
人
と
す
る
く
ら
い
、
大
し
た
負
掲
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
大
連
で
の
生
阿
片
輸

入
と
三
惑
製
造
を
認
め
る
見
返
り
と
し
て
石
本
を
特
許
商
に
加
え
る
こ
と
で
、
中
国
人
商
人
側
と
都
督
府
と
の
妥
協
が
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
人
阿
片
商
と
関
東
都
督
府
と
の
関
係
は
、
こ
の
時
点
で
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
、
一
九
〇
七
年
の
新
事
態
は
、
台
湾
産
煙
膏
の
輸
入
停
止
や
一
B
本
人
が
特
許
商
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
の
裏
に
、
そ
れ
よ
り
も

は
る
か
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
阿
片
制
度
の
転
換
が
隠
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
を
推
進
し
た
の
は
現
地
阿
片
商
人
だ
っ
た
。
関
菓
州
阿
片

制
度
の
主
導
権
は
、
こ
れ
以
後
、
関
東
都
督
府
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
石
本
鎖
太
郎
と
い
う
一
日
本
人
で
も
、
溢
忠
国
と
い
う
｛
申
国
商
人
で

も
な
く
、
背
後
に
い
る
現
地
阿
片
商
人
の
手
に
移
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
『
満
洲
軍
政
史
輪
〔
8
〕
七
七
〇
頁
。

②
同
上
。
同
じ
租
借
地
内
に
あ
る
の
に
旅
順
と
大
連
で
制
度
が
違
う
理
由
は
分
ら

　
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
、
旧
ロ
シ
ア
租
借
地
全
域
に
於
け
る
統
一
政
策
の
実
施
を

　
考
慮
す
る
余
裕
が
ま
だ
な
く
、
各
軍
政
署
が
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
地
に
お
け
る
現
状

　
を
そ
の
ま
ま
追
認
し
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

③
　
同
〔
8
〕
山
ハ
三
一
～
六
三
二
百
ハ
。

④
同
〔
7
〕
五
五
二
頁
。

⑤
　
前
掲
『
阿
片
問
題
』
一
三
一
～
三
　
二
頁
。
関
東
州
罠
政
署
令
と
し
て
公
布
。

⑥
売
上
税
が
、
卸
売
は
売
上
金
額
の
十
五
％
、
小
売
は
同
じ
く
二
十
％
で
あ
っ
た

　
他
、
従
業
者
一
入
に
つ
き
銀
六
円
を
賦
課
し
た
。
煙
館
は
、
売
上
税
が
収
入
金
額

　
の
二
十
％
の
他
、
パ
イ
プ
一
本
に
つ
き
銀
五
十
銭
を
徴
収
さ
れ
た
。

⑦
「
関
東
州
阿
片
」
（
外
務
省
文
書
「
清
国
上
海
二
於
ケ
ル
国
際
阿
片
調
査
委
員

　
会
一
件
」
卜
。
．
⑩
■
り
b
ω
、
第
3
巻
所
収
）
。
こ
の
文
書
は
、
表
紙
に
「
阿
片
特
許
製

　
造
人
石
本
鎭
太
郎
氏
ノ
調
／
明
治
四
十
二
年
三
月
二
十
三
日
田
原
薬
学
博
士
携
帯

　
シ
テ
帰
朝
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
本
が
作
成
し
た
も
の
か
、
石
本
か
ら
の
聞
き

　
取
り
に
よ
る
も
の
と
推
定
で
き
る
。
な
お
、
前
掲
噛
阿
片
問
題
輪
三
一
三
頁
で
は
、

　
特
許
を
与
え
た
の
は
一
九
〇
六
年
十
月
二
十
六
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
諸
資

　
料
か
ら
見
て
も
　
八
月
十
五
日
が
正
し
い
。
讐
十
月
」
と
し
た
の
は
、
同
年
八
月

　
一
日
付
で
関
東
総
督
府
に
代
わ
っ
て
設
遣
さ
れ
た
関
東
都
督
府
が
、
直
後
の
十
月

　
二
十
六
臼
に
「
営
業
取
締
規
則
」
（
都
督
府
令
第
二
十
七
号
）
を
公
布
し
て
い
る

　
こ
と
と
、
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑧
以
下
「
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日
指
令
第
六
十
一
号
」
（
前
掲
『
阿
片
問

　
題
』
三
一
三
～
三
皿
四
百
ハ
）
に
よ
る
。

⑨
実
際
に
は
、
旅
順
、
金
州
、
貌
子
窩
の
三
ヶ
所
に
あ
っ
た
（
関
東
都
督
府
昆
政

　
長
官
白
膚
武
発
外
務
省
政
務
周
長
二
丁
鉄
吉
二
一
九
〇
八
年
十
二
月
二
日
付
）
。

　
（
外
務
省
文
書
門
満
洲
に
於
け
る
煙
館
賭
場
閉
鎖
処
分
一
件
」
蒔
．
P
膳
．
窃
所
収
）
。

⑩
　
同
前
。

⑪
　
一
九
〇
八
年
九
月
の
時
点
で
、
「
阿
片
販
売
業
者
ハ
一
人
煙
館
業
者
ハ
ニ
百
五

　
十
八
人
」
だ
と
言
う
。
（
前
掲
白
難
民
政
長
窟
狩
倉
知
政
務
局
長
宛
通
牒
）

⑫
劉
編
修
『
台
湾
統
治
と
阿
片
問
題
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
一
〇
八

　
～
一
〇
九
頁
。

⑬
関
東
置
文
轡
課
編
・
刊
『
関
東
局
施
政
｝
二
十
年
業
績
調
査
資
料
隔
（
一
九
三
七

　
年
）
五
七
～
頁
。

⑭
言
目
曽
σ
q
ω
曽
。
で
．
蹄
．
も
」
N
G
。
に
よ
れ
ば
、
石
本
は
一
九
〇
六
年
、
活
と
組
む
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関東州阿片制度の制定と中国商人（桂川）

　
よ
り
も
前
に
、
台
湾
に
派
遣
さ
れ
て
、
専
売
局
煙
膏
の
購
入
交
渉
を
行
な
っ
て
い

　
る
。

⑮
以
下
『
晦
片
問
題
』
三
～
四
頁
。
な
お
、
規
約
の
名
称
は
「
関
東
州
阿
片
営
業

　
組
合
規
約
」
で
あ
る
が
、
本
規
約
第
二
条
は
「
関
東
州
防
守
小
売
諮
築
組
合
ト
称

　
ス
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑯
前
掲
「
指
令
第
六
十
ヨ
匠
の
第
八
項
（
『
阿
片
問
題
』
三
一
四
頁
）
。

⑰
　
関
東
州
庁
長
官
箆
房
庶
務
課
編
・
刊
『
関
東
州
施
政
三
十
年
回
顧
座
談
会
臨

　
（
　
九
三
七
年
）
～
二
三
頁
。
（
読
点
、
桂
川
）

⑱
以
上
、
石
本
鎭
太
郎
「
特
許
阿
片
製
造
販
売
事
業
年
報
」
（
阿
片
総
局
石
本
鎭

　
太
郎
「
阿
片
二
関
ス
ル
害
類
」
所
収
）
「
後
藤
新
平
文
書
」
幻
ω
α
。

⑲
前
掲
開
関
東
州
阿
片
制
度
群
臣
八
七
頁
、
劉
明
認
前
掲
蹴
里
〇
九
頁
、
及
び
前

　
掲
「
関
東
州
阿
片
“
。
な
お
、
「
関
東
州
阿
片
偏
に
よ
れ
ば
、
〇
六
年
度
に
は
台
湾

　
以
外
か
ら
も
百
四
十
貫
余
輸
入
し
て
い
た
ほ
か
、
〇
七
年
度
の
全
輸
入
量
は
千
百

　
三
十
六
貫
余
に
増
加
し
た
。

⑳
前
掲
明
関
東
州
阿
片
制
度
誌
駈
八
七
頁
、
前
掲
白
磁
罠
政
長
官
衙
倉
知
政
務
局

　
長
宛
通
牒
、
及
び
、
関
東
都
督
府
官
房
文
書
課
編
・
刊
『
関
東
都
督
府
施
政
誌
徳

　
（
一
九
一
九
年
）
一
七
九
頁
。

⑳
前
掲
「
特
許
阿
片
製
造
販
売
事
業
年
報
扁
。

⑫
　
前
掲
白
仁
罠
政
長
宮
発
倉
知
政
務
局
長
宛
通
牒
は
、
贋
西
土
」
と
門
辺
土
」
を

　
輸
入
し
て
煙
膏
を
製
造
し
た
と
言
う
。
た
だ
し
、
門
辺
土
」
は
門
満
洲
」
北
部
産

お
　
わ
　
り
　
に

　
の
煙
土
を
意
味
す
る
の
で
特
に
問
題
な
い
が
、
「
西
土
扁
と
は
山
東
塵
煙
膏
を
意

　
味
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
意
味
が
通
じ
な
い
。
し
か
し
、
『
関
東
都
督
府
施

　
政
誌
』
も
、
「
芝
果
其
他
ヨ
リ
輸
入
シ
タ
ル
二
二
扁
で
煙
膏
を
製
造
し
た
と
言
う

　
（
一
七
九
頁
）
。
～
方
、
前
掲
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
隔
は
「
南
清
方
函
産
」
、
ト

　
ル
コ
産
、
も
し
く
は
イ
ン
ド
産
の
生
阿
片
を
原
料
と
し
て
輸
入
し
た
と
言
う
（
八

　
七
頁
）
。
芝
　
や
南
清
方
颪
で
阿
片
を
産
出
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
は

　
中
継
地
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
記
述
に
統
一
性
が
な
い
の
は
、

　
日
本
人
担
当
者
に
隣
片
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
か
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、

　
色
々
な
生
阿
片
を
い
く
つ
か
の
流
通
ル
ー
ト
を
使
っ
て
仕
入
れ
て
い
た
事
実
を
反

　
映
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

⑬
　
青
島
に
お
け
る
ド
イ
ツ
総
督
府
の
阿
片
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
膠
州
湾
租

　
借
地
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
阿
片
制
度
」
『
大
阪
産
業
大
学
論
集
　
人
文
科
学
編
轍

　
第
八
四
号
（
一
九
九
五
年
三
月
）
を
参
照
。

⑳
前
掲
『
関
東
州
阿
片
制
度
誌
臨
八
八
頁
。

⑳
　
同
六
六
頁
。
濡
の
後
に
特
許
権
を
得
た
王
学
海
な
る
者
は
、
溜
の
下
で
「
阿
片

　
総
局
販
売
主
任
漏
を
務
め
て
い
た
（
前
掲
「
特
許
阿
片
製
造
販
売
事
業
年
報
」
）
。

　
根
っ
か
ら
の
阿
片
商
に
相
違
な
い
。

⑳
前
掲
『
金
県
誌
』
七
八
一
頁
。

⑳
　
同
前
。

⑳
注
⑳
参
照
。

　
本
稿
は
、
関
東
州
の
初
期
阿
片
制
度
に
見
ら
れ
る
「
奇
妙
な
点
」
を
一
つ
一
つ
検
討
し
、
同
制
度
が
ど
の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
実
施
さ
れ

た
の
か
を
見
て
み
た
。
結
論
そ
の
も
の
は
単
純
で
あ
る
。
播
忠
圏
と
い
う
現
地
商
人
を
下
請
け
に
使
っ
て
阿
片
の
特
許
専
売
制
を
実
施
し
、
関

東
州
を
台
湾
産
煙
膏
の
独
占
市
場
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
日
本
側
の
企
て
が
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
制
度
を
中
国
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人
商
人
に
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
さ
え
招
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
、
初
期
の
阿
片
政
策
は
、
日
本
当
局
者
の

側
に
立
て
ば
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
い
た
文
は
、
「
裏
面
ハ
現
地
阿
片
商
ノ
主
管
ニ
シ
テ
、

名
義
人
タ
ル
石
本
ト
潜
ニ
ハ
幾
分
ノ
利
益
配
当
ヲ
為
セ
ル
ニ
過
キ
サ
ル
カ
如
シ
。
」
と
記
す
の
が
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
扱
っ
た
問
題
は
、
や
や
乱
暴
に
言
え
ば
、
阿
片
と
い
う
儲
か
る
商
品
を
巡
る
、
日
本
当
局
と
現
地
商
人
と
の
主
導
権
争
い
だ
っ
た
。

日
本
側
は
、
現
地
商
人
が
長
年
に
わ
た
り
築
き
上
げ
て
い
た
生
産
流
通
販
売
の
経
路
を
強
引
に
再
編
成
し
自
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
こ

う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
企
て
が
容
易
に
達
成
で
き
る
と
見
て
い
た
点
で
、
姿
勢
が
安
易
だ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
甘
か
っ
た
と
雷
え
る
。

だ
か
ら
、
阿
片
市
場
独
占
の
企
て
が
実
現
す
る
可
能
性
は
、
始
め
か
ら
薄
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
台
湾
産
煙
膏
に
よ

る
独
占
を
一
挙
に
実
施
し
よ
う
と
い
う
目
論
見
そ
の
も
の
が
性
急
過
ぎ
た
し
、
そ
の
や
り
方
も
強
引
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
も
、
初
め
か
ら

成
功
し
そ
う
に
な
い
政
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
代
の
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
で
、
阿
片
・
麻
薬
類
の
医
療
目
的
で
な
い
使
用
が
広
く
行
わ

れ
て
い
る
申
で
、
日
本
の
政
府
や
軍
部
は
中
国
本
土
を
始
め
台
湾
・
朝
鮮
な
ど
で
、
そ
う
し
た
使
用
を
主
要
な
村
象
と
す
る
阿
片
・
麻
薬
政
策

を
実
施
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
阿
片
・
麻
薬
類
の
非
医
療
目
的
で
の
使
用
と
い
う
、
こ
の
地
域
に
特
有
の
問
題
を
、
日
本
が
帝
国
の
領
域
を
拡

大
し
維
持
し
統
合
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
阿
片
や
麻
薬
は
帝
国
の
拡
大
や
統
合
に
あ
る
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
、
他
の
國
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
日
本
の
特
色
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
阿
片
・
麻
薬
に
関
わ
る
事
柄
が
内

政
、
外
交
、
経
済
の
み
な
ら
ず
軍
事
や
文
化
に
ま
で
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
公
式
・

非
公
式
帝
国
に
お
け
る
阿
片
・
麻
薬
政
策
の
歴
史
的
展
開
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
と
い
う
帝
国
の
他
の
帝
国
と
は
異
な
る
特
徴
や

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
阿
片
・
麻
薬
の
歴
史
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
、
帝
国
史
研
究
の
一
環
と
し
て
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
阿
片
・
麻
薬
政
策
及
び
阿
片
・
麻
薬
類
の
生
産
・
流
通
・
販
売
・
消
費
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ず
、
同
時
に
、
こ
れ
を
帝
国
統
治
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
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関東州阿片制度の制定と中国商人（桂川）

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
で
扱
っ
た
出
来
事
の
意
味
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
台
湾
総
督
府
港
南
膏
に
よ
る
関
東
州
阿
片
市
場
独
占
の
企
て
を
退
け
た
後
の
現
地
阿
片
商
人
の
活
動
か
ら
は
、
中
国
の
各
地
方
・
都
市
を
結

ぶ
阿
片
取
引
網
の
有
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
は
幾
つ
も
重
な
り
あ
っ
て
存
在
し
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
日
本

側
の
企
て
は
、
関
東
州
に
張
り
廻
ら
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
取
引
網
、
そ
の
経
済
舶
・
人
的
・
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
関
東
州
を
切
り

離
し
、
台
湾
と
繋
げ
る
こ
と
で
、
日
本
を
頂
点
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
新
た
に
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
見
て
取
れ
る
。
し
か

も
、
こ
う
し
た
阿
片
取
引
網
の
再
編
成
は
、
こ
れ
だ
け
を
単
独
に
実
施
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
す
べ
て
の
経
済
的
・
人
的
・
社
会
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
再
編
成
の
試
み
の
一
環
だ
っ
た
と
見
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
関
東
州
の
中
国
本
土
か
ら
の
切
断
と
分
離
が
、
日
本
の

こ
の
時
期
の
関
東
州
統
治
の
基
本
方
策
、
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
時
点
で
の
帝
国
形
成
の
基
本
戦
略
だ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
方
、
膠
州
湾
租
借
地
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
阿
片
政
策
は
、
特
許
専
売
制
導
入
以
前
は
阿
片
館
主
と
特
許
商
人
の
活
動
を
、
専
売
制
導
入
後
は

専
売
特
許
商
人
の
活
動
を
、
い
ず
れ
も
細
部
に
わ
た
っ
て
規
制
し
て
、
生
阿
片
と
煙
膏
の
生
産
・
流
通
・
販
売
の
経
路
を
ド
イ
ツ
政
庁
の
厳
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
。
こ
の
政
策
は
、
ド
イ
ツ
が
中
国
本
土
と
の
問
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
上
州
湾
租
借

地
を
無
理
に
切
り
離
そ
う
と
は
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
同
じ
租
借
地
統
治
で
も
、
日
独
間
に
は
こ
れ
だ
け
の
相
違

が
見
ら
れ
る
し
、
し
か
も
、
日
本
の
や
り
方
は
「
過
激
扁
と
も
言
え
る
程
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
関
東
州
に
於
け
る
阿
片
政
策
か
ら

透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
関
東
州
を
在
来
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
企
て
の
一
つ
が
、
現
地
商
人
の
抵
抗
で
あ
っ
け
な
く
失
敗
し
た
こ

と
は
、
日
本
の
関
東
州
統
治
が
出
だ
し
で
招
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
が
支
配
者
と
し
て
の
鼎
の
軽
重
を
問
わ
れ
こ
と

は
必
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
東
都
督
府
が
阿
片
の
流
通
網
を
排
除
し
関
東
州
を
こ
れ
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
か
、
流
通
網
を
ず
た
ず
た
に

し
て
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
か
、
流
通
網
を
事
実
上
骨
抜
き
に
し
て
意
味
を
持
た
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
、
流
通
網
を
う
ま
く
自
分
た
ち

の
側
に
取
り
込
ん
で
利
用
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
手
立
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
の
日
本
の
関
東
州
統
治
は
順
調
に
は
進
ま
な
い
か
、
少
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な
く
と
も
、
統
治
は
不
安
定
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
関
東
都
督
府
の
こ
れ
以
後
の
阿
片
綱
度
の
手
直
し
は
、
単
な
る
商
品
流
通
の
域
を
超
え

て
、
日
本
に
よ
る
関
東
州
統
治
の
進
捗
な
い
し
安
定
化
の
た
め
に
重
要
な
柱
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
関
東
州
の
初
期
の
阿
片
制
度
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
阿

片
問
題
の
歴
史
を
研
究
す
る
意
義
と
そ
の
中
で
の
本
稿
の
位
置
を
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
、
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
①
阿
片
・
麻
薬
問
題
を
帝
国
の
研
究
と
し
て
追
究
し
た
研
究
は
、
日
本
に
関
し
て
　

②
前
掲
拙
稿
「
膠
州
湾
租
借
地
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
阿
片
制
度
」
を
参
照
。

　
　
は
、
前
掲
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
の
も
の
が
ほ
ぼ
唯
一
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
書
の
主

　
　
眼
は
、
日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
地
域
に
於
け
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
　
　
　
　
（
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
）
門
帝
国
日
本

　
　
通
し
て
、
「
阿
片
麻
薬
取
引
と
日
本
と
の
五
十
年
間
の
関
わ
り
を
、
征
服
計
画
促
　
　
　
　
　
の
阿
片
と
麻
薬
」
、
課
題
番
号
｝
八
五
二
〇
五
二
二
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
｝
部
で

　
　
進
の
た
め
に
ア
ジ
ア
の
人
民
を
堕
落
さ
せ
弱
体
化
さ
せ
る
長
期
的
な
陰
謀
だ
と
説
　
　
　
　
あ
る
。
）

　
　
明
し
」
た
、
［
東
京
裁
判
流
の
解
釈
」
を
批
判
し
退
け
る
こ
と
に
あ
り
、
私
が
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
産
業
大
学
入
間
環
境
学
部
教
授
）

　
　
べ
た
趣
旨
と
は
研
究
の
方
向
姓
が
異
な
っ
て
い
る
。
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partisan　de　la　pa£rie．

The　Establishment　of　Japanese　Opium　Regirne　in　Guandong　Leased

　　Te㎡tory（関東州）and　the　Chinese　Merchants：A　Study　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　Japanese　Rule　of　the　Region

by

KATSURAGAwA　Mitsumasa

　　We　can　see　three　inexplicable　features　in　the　Japanese　opium　regime　in　the

Guandong　Leased　Territory　at　the　begimhg　of　its　es£ablislnnent．　Considerations

of　them，　while　paying　attention　to　their　relations　with　the　activi£ies　of　local

Chinese　opium　merchants，　made　it　evident　that　the　employment　of　the　opium　farm

systerr｝　by　the　Japanese　Guandong　Government　airned　at　mal〈ing　Guandong　an　ex－

clusive　market　for　Taiwanese　prepared　opium，　but　the　aim　was　not　successful．　lt

has　also　become　understandable　that　the　Japanese　planned　to　separate　Guandong

丘om　the　economic，　human　and　social　networks　which　had　been　set　up　around　the

regton　to　connect　it　to　all　the　other　regions　of　the　Chinese　mainland．　The　final　goal

was　to　connect　it　to　Taiwan　in　order　to　build　up　a　new　networl〈　ranging　from

Tol〈yo，　the　apex，　to　Guandong　and　Taiwan．　lt　could　be　said　that　the　plan　would

probably　be　the　basic　measuire　at　that　moment　in　order　to　rule　Guandong，　or　one

of　the　tempo1”ary　basic　strategies　to　form　the　Japanese　empire．　The　later　adjust－

ment　of　the　opium　regime　in　Guandong　was　for　the　purpose　of　founCljng　a　main　pil－

lar　to　advance　or　stabikse　the　rule　of　the　region．　lt　can　be　concluded　that　histoxical

research　of　the　opium　problems　is　significant　as　a　payt　of　the　historical　research　of

the　Japanese　empire．

On　the　Donghu

by

YOSHIMOTO　Michimasa

　　It　goes　without　saying　t］hat　the　opposltion　of　agrticulturaljsts　in　China　propey　to

the　nomads　of　Mongolja　was　one　of　the　dynamics　in　the　history　of　eastern　Eura一

（4　rol）


